
東 北 学 院震 災 復 興対 策 委員 会(第8回)次 第

日時:平 成23年5月25日(水)15:00～

場所:土 樋キャンパス1号 館6階 会議室

委員:平 河内理事長(委 員長)・ 星宮学院長(副 委員長)宮 城総務担当常任理事

関谷財務担当常任理事 ・柴田人事担当常任理事 ・高橋法人事務局長 ・斎藤学務担当副学長

高木法学部長 ・永井中学校 ・高等学校長 ・久能榴ケ岡高等学校長 ・日野総務部長 ・高橋財

務部長 ・佐々木施設部長 ・佐藤庶務部長 ・斎藤庶務課長 ・若生人事課長 ・駒板財務課長

陪席:那 須監事

黙祷 委員長 平河内 健治

協議事項

1、 前 回 議 事 録 確 認 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・1～2P

2、F&M大 学か らの奨学金(被 災学生以外 の参加学生への補助)・ ・・・・・ ・3～5P

3、 東 日本大震災 に伴 う東北学 院生活資金貸付規程 訂正案 ・・・・・・・・・6～7P

4、 東北学院中学校 ・高等学校東 日本大震災による被災生徒に

対 す る 救 済 措 置 に 関 す る 規 程 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・8～15P

5、 東北学院榴ケ岡高等学校東 日本大震災による被災生徒に

対 す る 救 済 措 置 に 関 す る 規 程 に つ い て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・16～18P



第7回 東北学院震災復興対策委員会議事録

日 時:平 成23年5月18日(水)15:05～17:00

場 所:1号 館6階 会議室

出席委員:平 河内健治 星宮 望 宮城光信 関谷 登 柴田良孝 齋藤 誠 高木龍一郎

永井英司 湯本良次 高橋清昭、佐藤範明 高橋秀悦 日野 哲 佐 々木文彦

斎藤英夫 若生克義 駒板高明 以上17名

陪 席:那 須和良(監 事)

協議事項

1.前 回第6回 議事録確認 委員会終了時までに確認いただき、承認された。

2.東 北学院大学東 日本大震災緊急給付奨学金規程(案ver3)

説明:齋 藤学務担当副学長 資料に基づき説明があ り、原案 のとお り承認 された。

3.補正予算(復 興関連教育研究部門からの発信機能の強化)の 件

説明:高 橋財務部長 資料に基づき説明、既に部長会等で説明済だが、再度予算編成方針の

なかに加え周知することが承認された。

4.東 北学院復興支援金における寄付者一覧

説明:高 橋財務部長 資料 に基づき説明、お礼状 にて、ホームページに寄付者 として掲載す

る旨の確認をとることも承認された。

5.各研究室の安全確認および改修作業

説明:佐 々木施設部長 報告了承(既 に部長会等で報告済)

6.「 土樋キャンパス内東 日本大震災復 旧対策工事 に伴 う制限 ・規制について」

説明:佐 々木施設部長 報告了承(既 に部長会等で報告済)

7.3キ ャンパス5月9日 以降の各館 の震災復旧状況一覧

説明:佐 々木施設部長 報告了承(既 に部長会等で報告済)な お、土樋キャンパス礼拝堂の

工事完了見込が9月19日 と記載されているが、講演会等の関係か ら完了時期 を早 くできな

いか業者 と相談中であるとの追加報告があった。

8.東 北学院大学放射線 モニタリング

説明:柴 田総務担当副学長及び星宮大学長 測定器が1台 であることか ら多賀城キャンパス

は毎 日、他の大学キャンパスと中学校 ・高等学校は週に測定 している。今後測定結果をホー

ムページに掲載する ことが承認された。

9.授業開始にあた ってのについて

説明:日 野総務部長 別紙資料に基づき、5月7日 現在の大学施設安全確認に関する報告が

あ り了承された。

10.東 日本大震災 による死亡 ・行方不明学生 について

説明:日 野総務部長 別紙資料に基づき報告 了承 された。なお資料は新1年 生も含まれている。

Il.北 海学園大学よ りの見舞金 につ いて

説明:日 野総務部長 別紙資料に基づき報告了承 された。なお、見舞金等の受け入れについ

て、今後は、全て一度学校絵 計をとおし、その後関係機関へ振 り分けることとすることが確認された
。
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12.被 災見舞 いへの御礼状(案)

説明:斎 藤庶務課長 別紙資料に基づき報告了承された。見舞金等のお金を頂戴 した場合は

既 に、財務課よ り理事長、学院長連名のお礼状を送付 しているが、物品、お手紙等をいただ

いた方々へのお礼状 として活用する こととな り、理事長、学院長の名前に大学長、校長等の

お名前を加えて利用す ることも可能 との説明があった。なお、既に理事長及び学院長の了解

のもと、順次お礼状を送付 して いる。後 日、送付済一覧 を提出する。

13.所得税法施行令及び法人税法施行令に掲げる特定公益増進法人の証明に係る届出

説明:高 橋財務部長 別紙資料に基づき報告了承された。

14.石 巻か らの通学バス運行 について

説明:日 野総務部長及び永井中学校 ・高等学校長 大学について、別紙資料 に基づき説明が

あり、5月 末を持 ってバスの運行を打ち切ることが承認された。なお、中学校 ・高等学校に

ついては6月 以降 も1台 運行継続を検討 していることが報告された。

15.「 災害復興対策関係業務」 に関わる予算処理について

説明:日 野総務部長 別紙資料 に基づき説明があり、①卒業生への学位記等の郵送料 ②在

学生への 「大学 開始に関するお知 らせ」郵送料 の予算措置について承認された。

16.多 賀城キャンパス環境建設工学科 の 「建築設計製図Ⅰ 」及び建築設計製図Ⅱ」の実習スペ
ース整備費凍結解除について

説明:高 橋財務部長 資料に基づき説明があ り、当初予算 の凍結を解除する事が承認 された。

17.賄 人住宅(旭 ケ岡寄宿舎)取 壊 し及び撤去 についての予算措置

説明:佐 々木施設部長 資料に基づき説明があ り、施設課 における減額修正後の予算範囲内

で行 うことが承認された。

18.多 賀城キャンパス6号 館空調設備

説明:佐 々木施設部長 資料に基づき説明があ り、省工ネに適 した ものであることを条件に

5社 にプロポーザルをお願いする ことが承認された。

19.学 費と授業について(保 護者か らのメールでの質問)

説明:高 橋財務部長5月12日 、別紙のとお り回答 した ことの報告があ り了承された。

20.土 樋キャンパスパーキ ングゲー ト更新(南 門ゲー ト)

説明:佐 々木施設部長 土樋キ ャンパスの北門5の パーキングゲー トに続き、南門2の パー

キ ングゲー トが車を感知しな い等 の不具合が発生 しているとの説明があ り、南門2の パーキ

ングゲー トについても取替更新の予算措置 を認めることが承認された。

21.泉 キャンパスレンタル仮設 トイ レについて

説明:佐 々木施設部長 資料に基づ き説明があ り、予算措置について認めることが承認された。

以 上
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震災復興対策委員会御中

先 日、お認 め頂 きました フランクリン&マ ーシャル大学(以 下、F&M大 学)か らの

$15,000の 奨学金の件について、以下のようなメールのや り取 りとな りました。そ こで、

F&M大 学の意向によって、被災学生への奨学金$7,000を 差 し引いた$8,000に つ いては、

参加 を予定 している他 の学生7名 の費用補助 として扱うことをお認めいただけますような

にとぞお願いいた します。

平成23年5月19日

国際交流部長 佐々木郁子

5月16日 付TG→F&M

・F&M大 学へ、被災学生3名 のうち1名 のみが参加のため、$15,000の うち$7,000を 振

り込んでほしいと依頼。

・ 残 りの$8 ,000に ついては、もし可能であれば、今年のプログラム費 に充ててほしいと

いうことも加 えた。

理 由:参 加学生もなんらかの被災は していることと、少人数のため渡航費が例年よ

り高 くつ くため。(国 際交流委員会でもこの点は論点 になった。)

また、毎年、プログラム費用が高 く、インバランス も大き くなっているため、プロ

グラム費用のディスカウントの交渉材料 として話をした。

5月19日 付F&M→TG

・F&M大 学副 学長AnnSteinerよ り、$15,000全 額 を振 り込 むが 、$7,000は 被 災学 生 に、

残 り$8,000は 他 の参 加学 生 の渡 航 費 に充 てて ほ しい との こと。

・F&M大 学 で のプ ログ ラム費 用は、今年 は全学F&M大 学が 負担 し無料 とす る との こと。

※参考:メ ー ル原 文
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受信トレイ

送信者 AnnSteiner〈

受信者

受信日

件名

I KUKOSASAKI〈ikuk

2011/05/1911:41:48

Re:SummerprogramatF&M

送信日 2011/05/1911:41:37

DearDeanSasaki,

Wewilldeposit$15,000intotheaccountspecifiedbelow.Pleaseuse$7,000tocoverthescholarshipforthe
additionalstudentandtheremaining$8,000tohelpdefraythecostsofthetripoverallforeveryone,

participating.WewillpayforalltheexpensesfortheportionofthetripatF&M,sotherewillbenobillatall
fromF&Mthisyear.Iwillletyouknowwhenthetransferiscomplete.

IfIunderstandcorrectlynow,therewillbetwodirectors and9students. Isthatcorrect?

Manythanks,

AnnSteiner

OnMay16,2011,at5:39AM,IKUKOSASAKIwrote:

DearProvostSteiner,

Iamsorryformydelayinreplyingtoyouremail.

Firstsemesterbeganfromlastweek.Moststudentscamebacktocampuses.

InternationalAffairshadameetingaboutyouroffering$15,000.

Oneofthreestudentswhocanceledwantstojoininthesummerprogramin
USAifshecouldgetagrant.Intermsofthestudentsbackground,sheisa
sophomoreandthefamilybusinessisfarming.Herfirmlanddamagedby
Tsunamiandherparentscannotprospecttogetincomethisyear.

Therefore,wewouldliketoaskyoutosend$7,000whichcanbecovered
allcostsforthesummerprogram.

Iaminformingyouourbankaccoutasfollows.

Weaskthatyoupleasedeposit$7,000intothisaccount.Afterthedeposithas
beenconfirmed,wearegoingtogivethegranttothestudent.

Ouruniversitybankaccountisasfollows.

BankName:THE77BANK,LTD.

(SWIFTADDRESS:BOSSJPJT)
BranchName:HEADOFFICE
BranchAddress:3-3-20CHUO,AOBA-KU,SENDAI,MIYAGI,JAPAN
Beneficiary'sA/CNumber:100-5825539
Beneficiary'sName:TOHOKUGAKUIN
Beneficiary'sAddress:1-3-1TSUCHITOIAOBA-KUSENDAIMIYAGIJAPAN

Andcouldyouallocatetheremains($15,000-7,000=$8,000)totheF&M
summerprogramfeeofthisyear?

4 http://webmail.tscc.tohokugakuin.ac.jp/cgi-bin/mail.cgi 2011/05/19
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Iwouldliketoeasefinancialburdenofparticipants,becausenotonlythe

studentwhoaregoingtoreceivethegrant,butalsoallparticipantswere

affectedbythisbigdisaster.AndIthinkthattravelexpensesinthisyearwillbe

neededmorethaninlastyearbecauseonly8studentsaregoingtoparticipate

inthesummerprograminthissummer,thatis,studentscannotgetadiscount

priceforgroup.

Wehopethatyouwillunderstandoursituation.

Bestregards,

IKUKOSASAKI

-----OriginalMessage-----

From:AnnSteiner<ann.ste

To:IKUKOSASAKI<ikuko@

Date:2011-05-0210:16:03

Subject:Re:SummerprogramatF&M

DearDeanSasaki,

Thankyouforwriting.Iamgladthesupportwillbeuseful,andIwilllookfor
informationabouthowbesttogetthesefundstoyou.

Allthebest,

AnnSteiner

OnApr28,2011,at10:41PM,IKUKOSASAKIwrote:

DearProvostSteiner,

Iamdeeplygratefulforyourcontribution.

Wedecidedthe$15,000togivetothescheduled

participantswhoareinfinancialdifficulty.Now,Three
studentstoldusthattheirfinancialsituationaredifficultto

participateinsummerprogram.Weaskedthestudentswhether
theywanttojointhesummerprogramiftheycouldgetfinancial
supporting.Unifortunately,Onestudentdecidednottojointhis

programbecausesheweresiverelydamagedbyTsunamiand
don'twanttoleaveherfamily.However,otherstudentsstillwant
tojoiniftheygetfinancialsupports.

Therefore,weacceptyourcontributionwithgratitude .AndWewill
decidehowthemoneytransferassoonaspossible ,thoughIthink
weuseuniversitybankaccount.

Again,mayItendermycordialthanksforyoursupports .

Sincerely,

http://webmail.tscc.tohoku-gakuin.ac.jp/cgi-bin/mail.cgi 2011/05/19 5



東日本大震災に伴う東北学院生活資金貸付規程 訂正案
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訂正理 由

500万 円 を借 りた場合

返済方法 は通常、月々の給与+期 末手 当を併用 しての支払いを想定 していた。

しか し、現在の規程 には、 「6月期 ・12月 期期末手 当による返済 の総額 は貸付額の2分 の1以 内 とし、

10万 円単位 とす る。」 とした ことか ら、

期末手当を最低の10万 円とした場合 ×2回 で年額200,000円 ←(a)

期末手当による返済の総額 は貸付額の2分 の1以 内との制約があ ることか ら、

月々の返済額 は200,000÷12≒17,000円17,000円 ×12か 月・=204,000円(年 額)←(b)と なる。

従 って(a)+(b)=404,000円 年額 とな り、404,000円 ×13年=5,252,000円 とな り、13年 を待たずに

完 済する ことな る。

返済期間の最長を15年 と定 めた意 味が無 い事 とな ることか ら、「6月期 ・12月 期期末手当による返

済 の総額は貸付額 の2分 の1以 内 とし、1万 円単位 とする。」 との訂正 をお願 いしたい。

なお 、現行の規定 の場合

100万 円を借 りた場合 は2年6か 月で

200万 円を借 りた場合 は4年11か 月で

300万 円を借 りた場合 は7年5か 月で

400万 円を借 りた場合 は9年10か 月で完済 することになる。
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東北学院中高発第518号

平 成23年5月24日

学校法人 東北学院

理事長 平河内 健 治 殿

東北学院中学校 ・高等学校

校 長 永 井 英 司

東北学院中学校 ・高等学校東日本大震災による被災生徒に対する

救済措置に関する規程について(上 申)

標記の件について、東日本大震災及びその余震により被災を受けた生徒に

対して、本校は 「東北学院中学校 ・高等学校東日本大震災被災生徒に対する

救済措置に関する規程」により経済的支援をいたしたく、理事会でご承認い

ただきたく上申いたします。

【添付書類】

1.東 北学院中学校 ・高等学校東日本大震災よる被災生徒に対する救

済措置に関する規程

2.東 北学院中学校 ・高等学校東日本大震災生徒支援 ・復旧試算表

以 上
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東北学院中学校東日本大震災被災生徒に対する救済措置に関する規程

第1条 東北学 院中学校は、東 日本大震災被災地(災 害救助法適用地域に指定された地

域)出 身で、被災の大 きい本校生徒(平 成23年 度入学生を含む)に 対 して臨時

に次の救済措置を とる。

(1)主 たる家計維持者 が死亡 または行方不明になった場合には、当該年度の授業料

1年 分相 当額を緊急給付奨学金 として給付する。

(2)主 たる家計維持者が所有する 自宅家屋が全壊または流失 した場合は、当該年度

の授業料6ヶ 月相 当額を緊急給付奨学金として給付する。

(3)主 たる家計維持者が所有す る自宅家屋が半壊または津波により床上浸水 した場

合 は、当該年度の授業料3ヶ 月分相当額を緊急給付奨学金 として給付する。

(4)主 たる家計維持者が、福 島原子 力発電所の事故 に伴 う避難指示 または避難勧告

等 によ り、所有す る自宅家屋 を長期 にわたって使用できない場合 は、当該年度の

授業料3ヶ 月相当額 を緊急給付奨学金として給付する。

(5)主 たる家計維持者が失職 した場合 には、当該年度の授業料1年 分相当額を緊急

給付奨学金として給付する。

第2条 緊急給付奨学金の給付を希望するものは、次の書類 を提 出しなければな らない。

(1)東 日本大震災緊急給付奨学金 申請書(本 校所定)

(2)戸 籍抄本 もしくは住 民票除票の写 し(第1条 第1号 に該 当す る場合)

(3)罹 災証明書(第1条 第2号 、第3号 、第4号 に該当する場合)

(4)離 職票等失職を証明するもの(第1条 第5号 に該当する場合)

第3条 緊急給付奨学金は採用決定後 に給付する。

第4条 緊急給付奨学金の給付の承認 を受けた生徒は、そ の事 由が消滅 した ときは、速

やかに学校長 に届 けなければな らない。

第5条 学校長は、緊急給付奨学金の給付を承認 した生徒が、次の各号の一に該当す る

場合には、その承認 を取 り消す ことができる。

(1)転 学 または退学 によ り本校の在籍を失った場合。

(2)第1条 第5号 に該当す る事 由が消滅 した場合。

2第5条 第1項 第1号 および第2号 に該当する場合 は翌月分よ り月割での返還を

しなければな らない。

第6条 本規程は平成23年4月1日 よ り施行 し、平成26年3月31日 に失効する。

ただ し、第1条 第5号 に関しては平成23年 度限りとする。
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東北学院高等学校東日本大震災被災生徒に対する救済措置に関する規程

第1条 東北学院高等学校は、東日本大震災被災地(災 害救助法適用地域に指定された

地域)出 身で、被災の大きい本校生徒(平 成23年 度入学生を含む)に 対して臨

時に次の救済措置をとる。

(1)主 たる家計維持者が死亡または行方不明になった場合には、当該年度の授業料

1年分相当額を緊急給付奨学金として給付する。

(2)主 たる家計維持者が所有する自宅家屋が全壊または流失した場合は、当該年度

の授業料6ヶ 月相当額を緊急給付奨学金として給付する。

(3)主 たる家計維持者が所有する自宅家屋が半壊または津波により床上浸水した場

合は、当該年度の授業料3ヶ 月分相当額を緊急給付奨学金として給付する。

(4)主 たる家計維持者が、福島原子力発電所の事故に伴う避難指示または避難勧告

等により、所有する自宅家屋を長期にわたって使用できない場合は、当該年度の

授業料3ヶ 月相当額を緊急給付奨学金として給付する。

第2条 緊急給付奨学金の給付を希望するものは、次の書類を提出しなければならない。

(1)東 日本大震災緊急給付奨学金申請書(本 校所定)

(2)戸 籍抄本 もしくは住 民票除票の写 し(第1条 第1号 に該当す る場合)

(3)罹 災証明書(第1条 第2号 、第3号 、第4号 に該当す る場合)

第3条 緊急給付奨学金は採用決定後に給付する。

第4条 本規程は平成23年4月1日 よ り施行 し、平成24年3月31日 に失効する。
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東北学院中学校 ・高等学校 東日本大震災 学納金関係特例措置

入学手続関係(平 成23年 度限 りの特例措置)

1.入 学時納入金 の納入は3月28日(月)ま で振込 とする。東 日本大震災の罹災者に関 し

ては延納願を提出の上4月28日(木)ま で延納を認める。(罹 災者であって避難等で

直接学校 に提 出できない特段の事情がある場合には電話での延納を認める。ただ し後

日書類の提出を求 める)

2.延 納願を提出 したものの4月28日(木)ま でに納入ができな いとの相談を受けた場合

には校長、副校長、事務長 にその判断を委任する。

3.中 学校 ・高等学校入学予定者の うち東 日本大震災の罹災者(本 人 ・保護者の死亡、家

屋全壊 ・半壊、津波による家屋の浸水等)で 入学オ リエ ンテー ションか ら登校 をせず

に入学辞退届を提出した場合は、平成23年3月31日(木)を 過ぎても入学金を含 め

納入額の全額を返金する。ただ し、 申し出の期限は平成24年3月31日 までとする。

(罹災の認定は市町村役場等が発行 した証明書にて判断する)

※1中 学校入学予定の は震災 により本人死亡のため全額返金

※2高 等学校入学予定 の は震災によ り本人死亡のため入学金一次納入分 を除

き入学時納入金は徴収せず(4月1日 時点では行方不明であったため入学時納入金を延

納)

4.中 学校 ・高等学校入学予定者 のうち東 日本大震災の罹災者(上 記3 .を除く罹災者で宮

城 ・岩手 ・福島の各県沿岸部 の罹災者)で 入学オ リエンテーシ ョンか ら登校 をせず に

入学辞退届 を提出 した場合は、平成23年3月31日 を過ぎて も入学金を除いた納入金

を返還する。ただ し、申 し出の期限は平成23年9月30日(金)と する。

5.中 学校 ・高等学校入学予定者 のうち東 日本大震災の罹災者で あって も、通常 に日常生

活を営めた者 と思われる者か らの入学辞退 に対 しては、通常 の辞退 と同様 に平成23年

3月31日(木)ま での届がある場合 にのみ入学金を除いた納入金 を返還する。

6.中 学校 ・高等学校入学予定者の うち東 日本大震災を理由と して一度 も登校せず、平成

23年4月 中に転学手続を行った場合は、入学辞退として上記5 .と同様に扱 う。

7.そ れ以降の転出については通常の転出扱いとする。
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東北学院中学校 ・高等学校 東日本大震災 学納金関係特例措置

学納金関係(平 成23年 度限 りの特例措置)

1.東 日本大震災 の罹災(主 たる家計維持者である保護者死亡 もしくは行方不明、家屋 の

全壊 ・半壊、保護者の失職等)を 理由として、一度 も登校をせず に平成23年 度転校 ・

退学を した場合、当該月の授業料等学校納付金を免除する。ただ し、申し出の期間は

平成23年4月30日 まで とし、証明書等の提出を求める。

2.上 記1.以 降 に申 し出た場合 とその他の罹災者の対する取 り扱 いについては、東北学院

中学校学則第24条 及び東北学院高等学校学則第27条 のとお りとする。
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東北学院中学校 ・高等学校 東日本大震災 震災による転入の特例措置

入学金 ・学納金関係(平 成23年 度限 りの特例措置)

1.東 日本大震災の罹災(主 た る家計維持者である保護者の死亡 ・行方不明、家屋の全壊 ・

半壊、原子力発電所の事故 による避難等)を 理 由として、転入 を希望す る場合には、

転入学試験の受験料を免除す る。

2.転 入学試験を受験合格 した場合の入学時納入金は通常の転入 と扱いを同じにす る。た

だ し、申し出によ り平成24年3月31日 までの延納を認める。

3.延 納願を提出した ものの平成24年3月31日 までに納入ができないと相談を受けた場

合 には校長、副校長、事務長 にそ の判断を委任す る。

4.授 業料等学校納付金の納入 については、他 の生徒 と扱 いを同一 とし、転入月より東 日

本大震災被災生徒に対する救済措置に関する規程を申請できるものとする。
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東北学院中学校 ・高等学校東日本大震災生徒支援 ・復旧試算表

【中学校:生 徒支援】 平成23年5月24日 作成

【高等学校:生 徒支援】

【中学校:見 舞金 ・香典 ・生花代】

【高等学 校:見 舞金 ・香典 ・生花代】

※ 生徒支援については、3月 段階での被災人数をもとに試算、修理費に関 しては現段階で見積額が

提出されている分の金額だけを記載

※6月1日 現在で最終調査を行い、支援策および国 ・県への報告書作成用に利用
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修繕箇所の補助対象

【補助金1/2】

※補助率1/2の 場合、東北学院中学校 ・高等学校負担額(⑥ －⑤)

※補助率1/3の 場合、東北学院中学校 ・高等学校負担額(⑧－ ⑥)
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東北学院榴高発第241号

平成23年5月18日

学校法人 東北学院

理事長 平河内 健 治 殿

東北学院榴ケ岡高等学校

校長 久 能 隆博

東北学院榴ケ岡高等学校東日本大震災生徒に対する

救済措置に関する規程について(上 申)

標記の件について、東日本大震災及びその余震により被災を受けた生徒に対して、

本校は 「東北学院榴ケ岡高等学校東日本大震災生徒に対する救済措置に関する規程」

により経済的支援をいたしたく、理事会でご承認いただきたく上申いたします。

【添付書類】

1.東 北学院榴ケ岡高等学校東日本大震災生徒に対する救済措置

に関する規程

2.東 北学院榴ケ岡高等学校東日本大震災生徒支援 ・復旧試算表

以 上

16



東北学院榴ケ岡高等学校東日本大震災被災生徒に対する救済措置に関する規程(案)

第1条 東北学院榴ケ岡高等学校 は、東 日本大震災被災地(災 害救助法適用地域に指定

された地域)出 身で、被災 の大きい本校生徒(平 成23年 度入学生を含む)に 対して臨時

に次の救済措置をとる。

(1)主 たる家計維持者が死亡 または行方不明になった場合には、当該年度の授業料1年 分

相当額を緊急給付奨学金として給付する。

(2)主 たる家計維持者が所有する自宅家屋が全壊または流失 した場合は、当該年度の授業

料半年分相当額を緊急給付奨学金 として給付する。

(3)主 たる家計維持者が所有す る自宅家屋が半壊 または津波により床上浸水 した場合は、

当該年度の授業料3ヶ 月分相当額 を緊急給付奨学金として給付する。

(4)主 たる家計維持者が、福島原子 力発電所の事故 に伴 う避難指示または避難勧告等によ

り、所有す る自宅家屋を長期 にわたって使用できない場合は、当該年度の授業料3ヶ 月

分相当額を緊急給付奨学金 として給付する。

第2条 緊急給付奨学金の給付 を希望するものは、次の書類 を提出 しなければな らない。

(1)東 日本大震災被災緊急給付奨学金 申請書(本 校所定)

(2)戸 籍抄本 もしくは住民票除票の写 し(第1条 第1号 に該 当す る場合)

(3)罹 災証明書(第1条 第2号 、第3号 、第4号 に該当する場合)

第3条 緊急給付奨学金は奨学生の採用決定後に給付する。

第4条 本規程は平成23年4月1日 よ り施行 し、平成24年3月31日 に失効する。
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東北学院榴ケ岡高等学校東日本大震災生徒支援 ・復旧試算表

【生徒支援】 平成23年5月16日 作成

【見舞金】

【修理費用】

【補助 金1/2】

【補助金1/3】

※補助率1/2の 場合、東北学院榴ケ岡高等学校負担額(④ －⑤)

※補助率1/3の 場合 、東北学院榴ケ岡高等学校負担額(④ －⑥)
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セルビアか らの贈り物－ 東日本大震災支援の一環として－

東北学院幼稚園

2011年5月19日(月)に 、在 セル ビア 日本大使館 よ り、 「よい子 の妖精 」 とい う絵 本9

冊 とセル ビア の子 ども達 の描 いた絵7枚 、そ して千羽 の折 り鶴 が届 き ました。

「よい子 の妖 精」とい う絵 本 は、子 どもについて書かれた詩 が26編 載せ られてお ります
。イ ラ

ス トは全 て スベ トザール ・マ ル コ ビッチ 小学校 の生徒 さん達が描 いた ものです 。この絵 本 は年長

組3ク ラス で合同礼拝 した際 にきれ いな絵 を見 なが ら、セル ビアの皆 さんの温 か い支援 に感 謝の

祈 りを捧 げ ま した。

7枚 の絵 は、パブ レ ・サ ビ ッチ小学校 の生徒 さん達 による もので す。千羽 の折 り鶴は 、ナー シ

ェ ・デ ー テ幼稚 園の園児 さん達 によ って折 られ た ものです 。遠 いセ ル ビアの祈 りが園児 の心 にも

届 くよ うに、幼稚 園の窓辺 につ り下げ させ ていた だきま した。

園児 た ち に とって 、このよ うな支援 を うけて い る ことを実 際に 目に し、感 じる ことは、この震

災 を通 して与 え られた 国際理解 の大切 な機会 とな りま した 。

今 回 のセル ビアか らの尊 い贈 り物 は、1995年 に東北学 院高校 を卒業 されたTG会OBで 、

セル ビア在 住 で、セル ビア大学 の庄 司 学 氏が 窓 口とな って実現 した ものです。庄 司 学氏 が、

セル ビア の子 どもたちの善意 を 日本 の子 どもた ちへ送 り届 けた い と願 い、仙 台市市 民局文化 スポ

ーッ部長 武 田 均氏 にご相談 な された との こ とです
。武 田 均氏 も東 北学 院大学法学 部 出身で

共 にTG会OBと い う関係 か ら、是非 とも出身校 の東北学院幼稚 園の子 ども達 へ とい う ことで実

現 いた しま した。

(仮訳)日 本 の 友 達 へ

私 た ち は、 日本の こと、 日本 の文化 ・伝統、 そ して メンタ リテ ィー について勉強 して きま した。

そ して、 あなた方 の偉大 さ・辛抱 強 さ、そ して敗 戦か ら復興 し、先進 国の仲間入 りした歴史 に驚き
、

感動 しま した。

私た ち セル ビア人 は、あなた 方の勇気 、規則正 しさ、団結心 及び冷 静 さに敬意 を表す ると ともに、

同時 に、 あな た方 日本人が、 私 たちセル ビア人が苦 しかった ときにセル ビア を助 けて くれ た ことを

忘れて お りませ ん。

今、あな た方が直面 して いる理 不尽 な 困難 に対 し、私 たちは可能 な限 り、あなた方 を助 けたい と

希望 します。

ミ リエボ市パ ブ レ ・サ ビッチ小学校 の生徒 よ り
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東北学院大学放射線モニタリング

※ 平 常 値(BG)約0.04マ イクロシー ベ ル ト/時 間

使 用 機 器;AlokaγSURVEYMETER(TCS-161)
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